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「神奈川県保健医療計画」(精神病床の基準病床数)

の一部改訂について

2022/3

令和３年度精神保健福祉審議会

資料１

1

１ 概要
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• 精神保健福祉の体制整備は、県保健医療計画、県障がい計画等の関連計画
に基づいて⾏われる。

• 県保健医療計画、県障がい福祉計画は、関連計画等との整合性を確保する
必要がある。

• 県保健医療計画と県障がい福祉計画は、精神病床における基準病床数の算
定に⽤いる⼊院需要（患者数）を、県障がい福祉計画における成果⽬標と
同値とすること等で、整合を図っている。

• 令和４年４⽉、県障がい福祉計画の改定が⾏われるため、精神病床におけ
る基準病床数の⾒直しを⾏う必要がある。
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【参考】
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平成28年11⽉24⽇
第７回医療計画の⾒
直し等に関する検討会
資料１－３

２ これまでの経緯及び今後のスケジュール
令和４年２⽉14⽇
第６期神奈川県障がい福祉計画改定案について、神奈川県障害者施策審議会に意⾒聴取

令和４年２⽉
第６期神奈川県障がい福祉計画改定案における⼊院需要（患者数）の成果⽬標を基に、精神病
床の基準病床数の⾒直し案を算定

令和４年３⽉１⽇から７⽇（今回）
神奈川県精神保健福祉審議会に意⾒聴取
当該⾒直し（案）について、意⾒をいただく。

今後の流れ
令和４年３⽉９⽇ 神奈川県保健医療計画推進会議へ意⾒提出

３⽉14⽇ 神奈川県医療審議会において諮問・答申
３⽉末⽇まで 第７次神奈川県保健医療計画及び第６期神奈川県障がい福祉

計画を改定
４⽉１⽇ 改定両計画を施⾏ ４
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３ ⼊院需要（患者数）の推計について
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第６期障がい福祉計画における⽬標値については、次の推計式の考え⽅に基づいて算出。

【推計式の考え⽅】
神奈川県の性別及び年齢階級別の令和５年度末推計⼈⼝に次の係数をかけて算出。
急性期︓精神病床への⼊院期間が３か⽉未満の患者の性別及び年齢階級別の⼊院受療率（以下

「⼊院受療率」という。）
回復期︓精神病床への⼊院期間が３か⽉以上１年未満の患者の⼊院受療率
慢性期︓精神病床への⼊院期間が１年以上の認知症を除く患者の⼊院受療率×継続的な治療を

要する者の割合として厚⽣労働⼤⾂が定める数値の範囲内で都道府県知事が定める値（α）
×治療抵抗性統合失調症治療薬の普及等による地域精神保健医療体制の⾼度化の影響
値として厚⽣労働⼤⾂が定めるところにより都道府県知事が定める値（β）

＋
精神病床への⼊院期間が１年以上の認知症の患者の⼊院受療率×これまでの認知症施
策の実績を勘案し、厚⽣労働⼤⾂が定めるところにより都道府県知事が定める値（γ）

※平成30年度からの計画実施機関の影響を考慮するため、令和５年度の推計ではβ、γそれぞれ3乗する。

3

3

6

厚⽣労働省が定める数値の範囲 神奈川県知事が定める数値

精神病床への⼊院が１年以上の認知症を除
く患者の中で継続的な治療を要する者の割
合（α）

０．６５〜０．７４ ０．７４

精神病床への⼊院が１年以上の認知症を除
く患者に対する、治療抵抗性統合失調症治
療薬の普及等による地域精神保健医療体制
の⾼度化の影響（β）

０．９５〜０．９６ ０．９６

精神病床への⼊院が１年以上の認知症の患
者に対する、これまでの認知症施策の実態
を勘案した⼊院受療率の減少率（γ）

０．９７〜０．９８ ０．９３

※ γに関しては、厚⽣労働省が定める数値の範囲を下回っているが、平成17年から平成26年の間の認知症患者の65歳以上⼈⼝に
占める⼊院率の割合は減少しており、⼊院受療率の割合は０．９３となっている。
第６期障がい福祉計画の⼊院需要（患者数）を推計するにあたっての、⼊院受療率は第５期と同様平成26年の受療率を⽤いる

こととされているため、γについては前回と同値を採⽤する。

※

（令和５年度末の⼊院需要：10,542）＝（急性期：3,026）＋（回復期：2,319）＋
（慢性期：⼊院期間が１年以上の認知症以外の患者6,184×α（0.74）×β（0.96）＋
⼊院期間が１年以上の認知症の患者1,429×γ（0.93）＝5,197）

３

３
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神奈川県障がい福祉計画
第５期（令和２年度末） 第６期（令和５年度末）

急性期（３か⽉未満）⼊院需要 2,609⼈ 3,026⼈
回復期（３〜12か⽉未満）⼊院需要 2,396⼈ 2,319⼈
慢性期（12か⽉以上）⼊院需要 6,439⼈ 5,197⼈
⼊院需要（患者数）の成果⽬標（合計） 10,851⼈ 10,542⼈

〇 神奈川県障がい福祉計画における⼊院需要（患者数）の成果⽬標（令和５年度末）

４ 精神病床の基準病床数の算定式について

8

※１ 「３ ⼊院需要（患者数）の推計について」において算出された成果⽬標

※２ 平成26年度患者調査から⽤いることとされている。

※３ 平成26年度患者調査から⽤いることとされている。

※４ 医療法施⾏規則別表七において、厚⽣労働⼤⾂が定める精神病床に係る病床利⽤率となっている。

令和５年度末の⼊院需要（患者数）
（第６期障がい福祉計画における成果⽬標） ＋

流⼊⼊院患者数
1,200

流出⼊院患者数
1,300−

病床利⽤率
0.95

※１
※２ ※３

※４

⾒直しを⾏う係数

⾒直しを⾏わない係数
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〇 算定式のうち「⼊院需要（患者数）」を第６期の神奈川県障がい福祉計画における
⼊院需要（患者数）の成果⽬標（令和５年度末）を⽤いて算定。

神奈川県保健医療計画

基準病床数 (現⾏)① 基準病床数（⾒直し案）② ② - ①

11,317 10,992 △325

＜算定結果＞

神奈川県障がい福祉計画
第５期（令和２年度末） 第６期（令和５年度末）

⼊院需要（患者数）の成果⽬標（合計） 10,851⼈ 10,542⼈

＜算定結果＞

５ 改定（案）

①基準病床数
（Ｈ29.3.31）

②既存病床数
（Ｈ29.3.31） ② - ①

11,317 13,976 2,659

＜現⾏＞

①基準病床数
（Ｒ4.3.31）

②既存病床数
（Ｒ4.3.31） ② - ①

10,992 13,576 2,584

＜改定（案）＞
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６ 今後の取組み
＜課題＞
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• 精神病床の既存病床数は、基準病床数よりも2,500床以上超過している状
況にある。

• 精神病床に⼊院している患者の実情を踏まえた精神病床の在り⽅を検討し
ながら、地域移⾏を推進していく必要がある。
＜取組＞
• 病床機能ごとの病床数、疾患別・⼊院期間別等の患者数、病床稼働率等の
現状を把握。

• 病院ごとの現状把握、社会資源の把握を踏まえた上で、「精神障害者にも
対応した地域包括ケアシステム」を含めた精神病床のあり⽅について検討
し、検討結果をもとに体制整備に向けた取組みを⾏う。


